
賃料は、貸主様の物件を現地調査した上で、ご提示いたします。賃料設定は次の項目を参考にして行います。

● 賃貸に出される時期。定期賃貸借契約の場合は、時期と期間。

● 建物の間取りや階数と築後経過年数（内装、外装、設備などの状況）。

● 最寄駅および交通の便。

● 日照、騒音あるいは周辺環境。

● その他付帯条件の有無（残置物の有無など）。

■賃料基準について

賃料の不払い・未払いに対する担保、あるいは契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いを目的として預けら

れる金銭です。契約が終了した場合は、その金額を控除した残高を借主に対して退去後に返還する必要がございます。

〈リロケーションプラン・マスターリースプラン・ベーシックプランをご依頼の場合〉　東急住宅リースが敷金をお預かりいたします。

〈シンプルプラスプラン・シンプルプランをご依頼の場合〉　貸主様にて敷金をお預かりいただきます。

■敷金について

礼金については、貸主様の収入となります。物件・地域性・経済情勢によりご提案させていただきます。

■礼金について

宅建業法では、居住用については貸主様・借主各々賃料の0.5ヶ月分以内（税別）となっております。ただし、承諾があればどちらか

から賃料の1ヶ月分以内（税別）と規定されております。

■仲介手数料について

分譲マンションの管理費、修繕積立金およびその他共用設備維持管理費用等（インターネット利用料、ケーブルテレビ利用料等）に

ついて、借主の使用の有無にかかわらず、継続して貸主様のご負担となります。

■分譲物件の管理費、修繕積立金、共用設備維持管理費用等について

■「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」の違い

契約時に更新料を設定していない場合は、更新の際に借主に更新料をご請求できません。借地借家法に定めがなく、法的根拠がな

いことから、現在では更新料の有効性について争われた裁判においてその判断が分かれております。

■普通賃貸借契約の更新料について

契約期間

普通賃貸借契約

当社では2年契約をお勧めいたします。
（1年未満の短期契約はできません。）

定期賃貸借契約

自由に設定できます。

更新 更新が前提となります。
（正当事由がない限り、貸主様からの更新拒絶はできません。）

更新はございません。
（借主との合意により再契約ができます。）

貸主様からの解約
解約の申し入れには6ヶ月前の予告
および、正当事由が必要です。※ 契約期間中の解約はできません。

借主からの解約 定められた予告期間にていつでも可能になります。

※普通賃貸借契約の場合、貸主様からの解約につきましては借地借家法上、正当と認められる事由がない限り借主に対して解約のお申し出を行っても、建物の明渡しは受けられません。

【正当事由として認められない例…ご売却のため／自己使用のため／資産整理のため 等】

条件設定について ご解約について

賃貸管理サービスのご案内
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■退去立会いについて

法律行為の非実施について

東京都「賃貸住宅紛争防止条例」について

〈リロケーションプラン・マスターリースプラン・ベーシックプランをご依頼の場合〉　借主退去後、損傷の有無や修繕が必要な箇所が

無いか等の確認作業を東急住宅リース担当者もしくは東急住宅リース提携業者が行います。

〈シンプルプラスプラン・シンプルプランをご依頼の場合〉　建物明渡しについては、貸主様・借主、双方お立会いの上で行います。当

社では、貸主様のご依頼により解約業務を実施しております。解約業務をご依頼いただきますと、立会い時の同行・補修負担のア

ドバイス等、解約に伴う一連の業務を当社担当者もしくは当社提携業者が行います（原則、当社提携業者への外部委託となりま

す）。なお手続き終了の際は当社規定の解約業務手数料をお支払いいただきます。また、解約後の入居者募集に必要な賃料・再募集

のためのリフォームアドバイス等のご提案をいたしますので、担当者にご依頼ください。解約時に立会いを行う当社提携業者とは、

当社の一定の研修を修了したリフォーム会社です。

〈リロケーションプラン・マスターリースプラン・ベーシックプランをご依頼の場合〉　借主より東急住宅リースがお預かりしてい

る敷金につきましては、原状回復費用の負担分けの合意後（借主債務確定後）、東急住宅リースから借主に返還いたします。

〈シンプルプラスプラン・シンプルプランをご依頼の場合〉　借主より貸主様がお預かりしている敷金につきましては、原状回復費

用の負担分けの合意後（借主債務確定後）、概ね2週間以内を目処に借主にご返還ください。

■敷金精算について

契約書上の原状回復とは、契約書に基づいて、借主に賃貸物件を契約時の状態に回復してい

ただくことを言います。ただし、日常使用による汚損等は自然消耗として原状回復の対象とな

りません。当社では賃貸借契約各条項および国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイド

ライン（再改訂版 平成23年8月）」を基準としております。 当ガイドライン詳細につきましては

国土交通省ホームページでご確認いただけます。 ホームページ：http://www.mlit.go.jp/

リロケーションプラン・マスターリースプラン・ベーシックプランの場合は、退去時に東急住

宅リース指定業者によるハウスクリーニングを行います。

■原状回復について

解約業務について賃料や諸費用について

賃貸借契約に関し、貸主様と借主の間で法的な紛争が発生した場合、弁護士法により非弁護士の法律事務が禁止されているため、

当社が直接仲裁を実施することはいたしません（弁護士法第72条非弁護士の法律事務の取扱等の禁止）。当社主催の「弁護士によ

る無料法律相談」（P.19「check!」参照）をお受けいただくことが可能です。

当社では賃貸借契約各条項および国土交

通省「原状回復をめぐるトラブルとガイド

ライン（再改訂版平成23年8月）」を基準

とし、関係法規並びに一般慣行に基づき

公平な立場で原状回復の負担に関わる助

言をさせていただいておりますが、これら

の助言は、借主の合意もしくは少額訴訟で

の司法判断における合致を、必ずしもお

約束するものではございません。

Check!

東京都では、居住を目的とする建物の賃貸借について「賃貸住宅紛争防止条例」が制定されています。この条例は、原状回復に関する法

律上の原則や判例により定着した考え方を、契約に先立って宅地建物取引業者が借主に対して説明することを義務付けたものです。

●東京都内にある居住用の賃貸住宅（店舗・事務所等の事業用および店舗・事務所等との併用住宅は対象外）

●宅地建物取引業者が媒介・代理を行う物件

上記対象物件に該当する場合、①「住宅の使用および収益に必要な修繕」 ②「経年変化および通常の使用による住宅の損耗等の復旧」

は貸主様の費用負担となる趣旨を借主へご説明させていただいております。なお、原則と異なる場合には特約を定め、事前に借主に説

明をする必要がございます。

《条例の適用対象となる物件》


